
 

 

止・予防のため、専門家等

による運動プログラムに基

づいた身体機能のチェック

および専門家等による運動

指導等に要する経費を補助

するもので、上限額は 100

万円（消費税を除く）で

す。 

◆複数コースの申請もＯＫ 

 本補助金は、高年齢労働

者の労働災害防止対策（転

倒・墜落災害、腰痛、熱中

症、交通災害）に要する経

費（階段への手すり設置工

事の施工や体温を下げるた

めの機能のある服の導入

等）を補助する「高年齢労

働者の労働災害防止対策コ

ース」や、労働者の健康保

持増進のための取組み（禁

煙指導、メンタルヘルス対

策等の健康教育など）に要

する経費を補助する「コラ

ボヘルスコース」との複数

コースでの申請も可能で

す。複数コース申請する場

合、併せての上限額は 100

万円となります。 

 申請受付期間は、令和６

年 10月 31日（木）までで

す。補助対象となる取組み

を検討している場合には、

補助金の活用も併せて検討

してはいかがでしょうか。 

 

 

 

改正育児・介護休業法、改

正次世代育成支援法が成

立しました 

 男女ともに仕事と育児・

介護を両立できるようにす

るため、子の年齢に応じた

柔軟な働き方を実現するた

めの措置の拡充、育児休業

の取得状況の公表義務の対

象拡大や次世代育成支援対

策の推進・強化、介護離職

防止のための仕事と介護の

両立支援制度の強化等の措

置を目的とした改正法が成

立しました。 

◆育児・介護休業法の改正

ポイントと施行日 

① ３歳以上、小学校入学

前の子を養育する労働者

に柔軟な働き方を実現す

るための措置等が事業主

の義務になります。【施行

日：公布後１年６か月以

内の政令で定める日】 

② 小学校入学前の子を養

育する労働者は、請求す

れば所定外労働の制限

（残業免除）を受けるこ

とが可能となります。【施

行日：令和７年４月１

日】 

③ ３歳に満たない子を養

育する労働者がテレワー

クを選択できるように措

置を講ずることが、事業

主に努力義務化されま

す。【施行日：令和７年４

月１日】 

④ 子の看護休暇が見直され

ます。【施行日：令和７年４

月１日】 

⑤ 妊娠・出産の申出時や子

が３歳になる前に、労働者

の仕事と育児の両立に関す

る個別の意向聴取・配慮が

事業主に義務づけられま

す。【施行日：公布後１年

６か月以内の政令で定める

日】 

⑥ 育児休業取得状況の公表

義務が従業員数 300人超の

企業に拡大されます。【施

行日：令和７年４月１日】 

⑦ 介護離職防止のための個

別の周知・意向確認、 雇

用環境整備等の措置が事業

主の義務になります。【施

行日：令和７年４月１日】 

◆次世代育成支援対策推進法

の改正ポイントと施行日 

① 法律の有効期限が、令和

17（2035）年３月 31日ま

でに延長されました。【施

行日：公布の日（令和６年

５月 31日） 

② 育児休業取得等に関する

状況把握・数値目標設定が

従業員数 100人超の企業に

義務付けられます。【施行

日：令和７年４月１日】 

 詳細は今後政省令で定めら

れますので、注視しておく必

要があるでしょう。 

 

めに重点的に取り組む事項

を定めた中期計画である「第

14 次労働災害防止計画」（令

和５年度～令和９年度）で

は、「転倒による平均休業見

込日数を令和９年までに 40

日以下とする」、「増加が見込

まれる 60 歳代以上の死傷年

千人率を令和９年までに男

女ともその増加に歯止めを

かける」などの項目が挙げら

れていますが、このアウトカ

ム指標に関する状況として

は、転倒災害の死傷年千人率

は 0.628（対前年比 0.009 ポ

イント・1.5％増）、転倒によ

る平均休業見込日数は 48.5

日（同 1.0 日・2.1％増）、60

歳代以上の死傷年千人率は

4.022（同 0.061 ポイント・

1.5％増）と増加の状況がみ

られます。 

◆今後必須となる高齢者の

労働災害防止 

「令和５年 高年齢労働

者の労働災害発生状況」によ

れば、雇用者全体に占める 60

歳以上の高齢者の割合は

18.7％、労働災害による休業

４日以上の死傷者数に占め

る 60 歳以上の高齢者の割合

は 29.3％となっています。高

齢者の事故の型別では、「墜

落・転落」、「転倒による骨折

等」が目立っています。企業

としては、今後の高齢化の状

況を踏まえて、転倒災害など

の高齢者による事故への備

えは必須となってくるでし

ょう。 

 

高年齢労働者の労働災害

防止等のための補助金が

拡充されています 

◆令和６年度エイジフレン

ドリー補助金の申請受付中 

 本補助金は、高年齢労働

者の労働災害防止対策、労

働者の転倒や腰痛の防止策

導入等、労働者の健康保持

増進策を講じる中小企業事

業者が活用でき、「高年齢労

働者の労働災害防止対策コ

ース」「転倒防止や腰痛予防

のためのスポーツ・運動指

導コース」「コラボヘルスコ

ース」の３コースがありま

す。 

◆今年度からの拡充内容 

 「転倒防止や腰痛予防の

ためのスポーツ・運動指導

コース」の補助率が４分の

３に引き上げられ、補助対

象が「すべての中小事業

者」へと拡充されていま

す。 

 本コースは、高年齢労働

者に多い転倒や腰痛の防

「令和５年 労働災害発生

状況」～転倒、高齢者等の

災害が増加 

◆死亡者数は過去最少、休業

４日以上の死傷者数は３年

連続で増加 

厚生労働省は令和５年の

労働災害発生状況を公表し

ています。これによると、令

和５年１月から 12 月までの

新型コロナウイルス感染症

へのり患によるものを除い

た労働災害による死亡者数

は 755 人（前年比 19 人減）

と過去最少となり、休業４日

以上の死傷者数は 135,371

人（前年比 3,016 人増）と３

年連続で増加しています。 

◆休業４日以上の死傷者数

の事故の型別では「転倒」が

最多 

休業４日以上の死傷者数

の事故の型別では、件数の多

い順に「転倒」が 36,058 人

（前年比 763 人・2.2％増）、

腰痛等の「動作の反動・無理

な動作」が 22,053 人（同

1,174 人・5.6％増）、「墜落・

転落」が 20,758 人（同 138

人・0.7％増）となっていま

す。 

◆「第 14 次労働災害防止計

画」と高齢者等の災害 

労働災害を減少させるた
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